
平
成
十
九
年
七
月
十
日
受
領

答
弁
第
四
三
七
号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
三
七
号

平
成
十
九
年
七
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
海
軍
掃
海
艇
の
与
那
国
入
港
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
海
軍
掃
海
艇
の
与
那
国
入
港
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
米
国
艦
船
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
及
び
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
か
ら
実
際
に
下
船
し
た
乗
組
員
の
数
に
つ
い

て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
こ
の
よ
う
な
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
政
府
と
し
て
は
、
今
般
の
米
海
軍
掃
海
艇
の
祖
納
港
寄
港
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互

協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

（
昭
和
三
十
五
年
条
約
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い

る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
具
体
的
な
条
件
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
日
米
地
位
協
定
に

つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録
（
以
下
「
合
意
議
事
録
」
と
い
う
。
）
の
第
五
条
に
関
す
る
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
�

「
合
衆
国
及
び
合
衆
国
以
外
の
国
の
船
舶
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
で
、
合
衆
国
に
よ
つ
て
、
合
衆
国
の
た
め
に
又
は
合
衆
国
の

管
理
の
下
に
公
の
目
的
で
運
航
さ
れ
る
も
の
」
と
は
、
合
衆
国
公
有
船
舶
及
び
合
衆
国
被
用
船
舶
（
裸
用
船
、
航
海
用
船
及

一



び
期
間
用
船
契
約
に
よ
る
も
の
）
を
い
う
。
一
部
用
船
契
約
に
よ
る
も
の
は
、
含
ま
れ
な
い
。
商
業
貨
物
及
び
私
人
た
る
旅

客
が
こ
れ
ら
の
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
の
は
、
例
外
的
な
場
合
の
み
に
限
る
。

�

こ
の
条
の
日
本
国
の
港
と
は
、
通
常
「
開
港
」
を
い
う
。

�

「
適
当
な
通
告
」
を
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
の
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
安
全
の
た
め
又
は
類
似
の
理
由
の
た
め
必
要
と

さ
れ
る
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。

�

こ
の
条
に
特
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国
の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
。
」

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
今
回
の
措
置
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
今
般
の
米
海
軍

掃
海
艇
の
祖
納
港
寄
港
に
つ
い
て
合
意
議
事
録
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
米
軍
人
は
、
乗
船
者
の
身
分
確
認
を
行
う
た
め
岸
壁
に
配
置
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う

な
問
題
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

沖
縄
県
警
察
に
お
い
て
は
、
今
般
の
米
海
軍
掃
海
艇
の
祖
納
港
寄
港
に
際
し
、
米
海
軍
か
ら
警
備
要
請
を
受
け
て
い
な
い
。

二


